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　 　 【 請 求 項 １ 】 　 検 査 信 号 が 入 力 さ れ る こ と に よ っ て 複 数 の 電 子 部 品 か ら 構 成 さ れ る 被
検 査 回 路 か ら 出 力 さ れ る 診 断 信 号 を 受 信 す る た め の 受 信 手 段 と 、
　 前 記 受 信 手 段 に よ っ て 受 信 さ れ た 前 記 診 断 信 号 を 予 め 定 め ら れ た 基 準 信 号 と 比 較 し 、 前
記 被 検 査 回 路 を 構 成 す る 前 記 複 数 の 電 子 部 品 が 正 常 か 否 か を 判 別 す る た め の 判 別 手 段 と
を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 電 子 部 品 検 査 装 置 。
　 　 【 請 求 項 ２ 】 　 検 査 信 号 を 発 生 さ せ 、
　 前 記 検 査 信 号 を 複 数 の 電 子 部 品 か ら 構 成 さ れ る 被 検 査 回 路 に 入 力 し 、
　 前 記 検 査 信 号 が 入 力 さ れ る こ と に よ っ て 前 記 被 検 査 回 路 か ら 出 力 さ れ る 診 断 信 号 を 受 信
し 、
　 前 記 診 断 信 号 を 予 め 決 め ら れ た 基 準 信 号 と 比 較 す る こ と に よ り 、 前 記 被 検 査 回 路 を 構 成
す る 前 記 複 数 の 電 子 部 品 が 正 常 な も の か 否 か を 判 別 す る
こ と を 特 徴 と す る 電 子 部 品 検 査 方 法 。
　 　 【 請 求 項 ３ 】 　 マ イ ク ロ コ ン ピ ュ ー タ 、 イ ン タ ー フ ェ ー ス 用 の 端 子 、 及 び 前 記 マ イ ク
ロ コ ン ピ ュ ー タ の ポ ー ト と 前 記 イ ン タ ー フ ェ ー ス 用 の 端 子 と の 間 に 実 装 さ れ た 被 検 査 回 路
を 有 す る プ リ ン ト 基 板 に お い て 、 前 記 被 検 査 回 路 を 構 成 す る 電 子 部 品 の 検 査 を 行 う た め の
電 子 部 品 検 査 装 置 に お い て 、
　 電 源 電 圧 と 中 間 点 と の 間 に 接 続 さ れ た 第 １ の 測 定 抵 抗 と 、
　 前 記 中 間 点 と Ｇ Ｎ Ｄ と の 間 に 接 続 さ れ た 第 ２ の 測 定 抵 抗 と 、
　 前 記 第 １ 又 は 第 ２ の 測 定 抵 抗 の 端 子 間 電 圧 を 測 定 す る た め の 測 定 手 段 と 、
　 前 記 中 間 点 と 前 記 イ ン タ ー フ ェ ー ス 用 の 端 子 と を 接 続 す る 接 続 手 段 と 、

、

、



　 前 記 ポ ー ト を 制 御 す る た め の ポ ー ト 制 御 信 号 を 前 記 マ イ ク ロ コ ン ピ ュ ー タ へ 送 信 し 、 前
記 測 定 手 段 の 測 定 値 に 基 づ い て 、 前 記 電 子 部 品 の 定 数 を 検 査 す る た め の 制 御 を 行 う 制 御 手
段 と
を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 電 子 部 品 検 査 装 置 。
　 　 【 請 求 項 ４ 】 　 前 記 電 子 部 品 検 査 装 置 は 、 前 記 電 源 電 圧 と 前 記 中 間 点 と の 間 に 設 け ら
れ た 第 １ の ス イ ッ チ 手 段 と 、 前 記 中 間 点 と 前 記 Ｇ Ｎ Ｄ と の 間 に 設 け ら れ た 第 ２ の ス イ ッ チ
手 段 と を 有 し 、 前 記 制 御 手 段 は 、 前 記 第 １ 及 び 第 ２ の ス イ ッ チ 手 段 の 開 閉 を 制 御 す る た め
の ス イ ッ チ 制 御 信 号 を 出 力 す る に 記 載 の 電 子 部 品 検 査 装 置 。
　 　 【 請 求 項 ５ 】 　 前 記 ポ ー ト 制 御 信 号 は 、 前 記 ポ ー ト を Ｈ Ｉ Ｇ Ｈ レ ベ ル 、 Ｌ Ｏ Ｗ レ ベ ル
又 は Ｏ Ｐ Ｅ Ｎ レ ベ ル の 何 れ か に 設 定 す る に 記 載 の 電 子 部 品 検 査 方 法 。
　 　 【 請 求 項 ６ 】 　 前 記 被 検 査 回 路 は 、 前 記 イ ン タ ー フ ェ ー ス の 端 子 と 接 続 さ れ た 被 検 査
回 路 の 中 間 点 と プ リ ン ト 基 板 の 電 源 電 圧 と の 間 に 接 続 さ れ た 第 １ の 被 検 査 抵 抗 、 前 記 被 検
査 回 路 の 中 間 点 と プ リ ン ト 基 板 の Ｇ Ｎ Ｄ と の 間 に 接 続 さ れ た 被 検 査 静 電 容 量 、 前 記 被 検 査
回 路 の 中 間 点 と 前 記 マ イ ク ロ コ ン ピ ュ ー タ と の 間 に 接 続 さ れ た 第 ２ の 被 検 査 抵 抗 と を 有 す
る の 何 れ か 一 項 に 記 載 の 電 子 部 品 検 査 装 置 。
　 　 【 請 求 項 ７ 】 　 前 記 測 定 手 段 は 、 前 記 第 １ 又 は 第 ２ の 測 定 抵 抗 の 端 子 間 電 圧 値 を 測 定
す る の 何 れ か 一 項 に 記 載 の 電 子 部 品 検 査 装 置 。
　 　 【 請 求 項 ８ 】 　 前 記 測 定 手 段 は 、 前 記 第 １ 又 は 第 ２ の 被 検 査 抵 抗 の 端 子 間 電 圧 の 経 時
変 化 を 測 定 す る の 何 れ か 一 項 に 記 載 の 電 子 部 品 検 査 装 置 。
　 　 【 請 求 項 ９ 】 　 マ イ ク ロ コ ン ピ ュ ー タ 、 イ ン タ ー フ ェ ー ス 用 の 端 子 、 及 び 前 記 マ イ ク
ロ コ ン ピ ュ ー タ の ポ ー ト と 前 記 イ ン タ ー フ ェ ー ス 用 の 端 子 と の 間 に 実 装 さ れ た 被 検 査 回 路
を 有 す る プ リ ン ト 基 板 に お い て 、 前 記 被 検 査 回 路 を 構 成 す る 電 子 部 品 の 検 査 を 行 う た め の
電 子 部 品 検 査 方 法 で あ っ て 、
　 制 御 手 段 、 電 源 電 圧 と 中 間 点 と の 間 に 直 接 続 さ れ た 第 １ の 測 定 抵 抗 、 前 記 中 間 点 と Ｇ Ｎ
Ｄ と の 間 に 接 続 さ れ た 第 ２ の 測 定 抵 抗 、 及 び 前 記 第 １ 又 は 第 ２ の 測 定 抵 抗 の 端 子 間 電 圧 を
測 定 す る た め の 測 定 手 段 を 有 す る 電 子 部 品 検 査 装 置 を 前 記 イ ン タ ー フ ェ ー ス 用 の 端 子 と 接
続 さ せ 、
　 前 記 制 御 手 段 は 前 記 ポ ー ト を 制 御 す る た め の 制 御 信 号 を 前 記 マ イ ク ロ コ ン ピ ュ ー タ へ 送
信 し 、
　 前 記 測 定 手 段 に よ る 測 定 を 行 い 、
　 前 記 制 御 手 段 は 、 前 記 測 定 値 に 基 づ い て 前 記 電 子 部 品 の 定 数 を 検 査 す る た め の 制 御 を 行
う
こ と を 特 徴 と す る 電 子 部 品 検 査 方 法 。
　 　 【 請 求 項 １ ０ 】 　 前 記 電 子 部 品 検 査 装 置 は 、 前 記 電 源 電 圧 と 前 記 中 間 点 と の 間 に 設 け
ら れ た 第 １ の ス イ ッ チ 手 段 と 、 前 記 中 間 点 と 前 記 Ｇ Ｎ Ｄ と の 間 に 設 け ら れ た 第 ２ の ス イ ッ
チ 手 段 と を 有 し 、 前 記 制 御 手 段 は 前 記 第 １ 及 び 第 ２ の ス イ ッ チ 手 段 の 開 閉 を 制 御 す る た め
の ス イ ッ チ 制 御 信 号 を 出 力 す る に 記 載 の 電 子 部 品 検 査 方 法 。
　 　 【 請 求 項 １ １ 】 　 前 記 ポ ー ト 制 御 信 号 は 、 前 記 ポ ー ト を Ｈ Ｉ Ｇ Ｈ レ ベ ル 、 Ｌ Ｏ Ｗ レ ベ
ル 又 は Ｏ Ｐ Ｅ Ｎ レ ベ ル の 何 れ か に 設 定 す る に 記 載 の 電 子 部 品 検 査 方 法 。
　 　 【 請 求 項 １ ２ 】 　 前 記 被 検 査 回 路 は 、 前 記 イ ン タ ー フ ェ ー ス の 端 子 と 接 続 さ れ た 被 検
査 回 路 の 中 間 点 と プ リ ン ト 基 板 の 電 源 電 圧 と の 間 に 接 続 さ れ た 第 １ の 被 検 査 抵 抗 、 前 記 被
検 査 回 路 の 中 間 点 と プ リ ン ト 基 板 の Ｇ Ｎ Ｄ と の 間 に 接 続 さ れ た 被 検 査 静 電 容 量 、 前 記 被 検
査 回 路 の 中 間 点 と 前 記 マ イ ク ロ コ ン ピ ュ ー タ と の 間 に 接 続 さ れ た 第 ２ の 被 検 査 抵 抗 と を 有
す る の 何 れ か 一 項 に 記 載 の 電 子 部 品 検 査 方 法 。
　 　 【 請 求 項 １ ３ 】 　 前 記 測 定 は 、 前 記 第 １ 又 は 第 ２ の 測 定 抵 抗 の 端 子 間 電 圧 値 の 測 定 で
あ る の 何 れ か 一 項 に 記 載 の 電 子 部 品 検 査 方 法 。
　 　 【 請 求 項 １ ４ 】 　 前 記 測 定 は 、 前 記 第 １ 又 は 第 ２ の 測 定 抵 抗 の 端 子 間 電 圧 の 経 時 変 化
の 測 定 で あ る の 何 れ か 一 項 に 記 載 の 電 子 部 品 検 査 方 法 。
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